
１．計画期間： 　 年 3 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

２ ．当社の課題

３ ．目標

・

４．取組内容と実施時期

社会福祉法人　上田明照会

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

令和 4 令和 8

取組１： 有給休暇取得を推進する取組を実施する

有給休暇取得率を71％以上とする

課題１： 有給休暇取得率の低い雇用管理区分がある

● 令和    4年    3月～　 随時、広報及び職員会議等で有給休暇の積極的取得を促す。

● 令和    4年    4月～　 計画取得の実施。

● 令和    5年    3月～　 毎年度末に取得状況を分析し、社内及び自社ホームページへ結果公表する。


